
1

令和２年１月30日

再処理工場の設計基準への対応等について
～安全設計における想定への対処～

（続き）
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１．事業指定基準規則要求への対応について

＜至近の審査状況＞

 11月25日 第316回審査会合
・設計基準 第５条：火災等による損傷の防止

第９条：外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災、航空機落

下、火山、竜巻 等）

第１１条：溢水による損傷の防止 等

 12月10日 第320回審査会合
・設計基準 第５条：火災等による損傷の防止

第12条：化学薬品の漏えいによる損傷の防止
・重大事故 第34条：臨界事故

第35条：冷却機能の喪失による蒸発乾固 等

 12月17日 第322回審査会合
・重大事故 第36条：放射線分解により発生する水素による爆発

第37条：有機溶媒等による火災又は爆発 等
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１．事業指定基準規則要求への対応について

＜至近の審査状況（つづき）＞

 12月24日 第327回審査会合
・設計基準 第９条：外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下）

・重大事故 第38条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 等

 １月９日 第328回審査会合
 ・重大事故 第40条：工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための設備

第41条：重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
等
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2013年 2014年

2013年12月18日
新規制基準施行

2014年1月7日
事業変更許可申請

2014年１月7日申請～現在 （1月30日）
４０回の審査会合と２回の現地調査を実施

新規制基準の適合性審査として40回の審査会合と２回の現地調査を実施した。
現地調査では、以下の内容を確認した。
・第1回（2014/12）：敷地近傍の出戸西方断層及び敷地内断層のトレンチ、ボーリグコア、

火山灰層の露頭
・第2回（2019/10）：出戸西方断層北端・南端付近の地形、同断層南方の向斜構造付近の露頭、

ボーリングコア

12/1、2現地調査 10/3、4現地調査

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

＜地震・津波等の適合性審査の経緯＞

１．事業指定基準規則要求への対応について
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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則 条文 分類

第２条 核燃料物質の臨界防止 変更なし

第３条 遮蔽等 変更なし

第４条 閉じ込めの機能 変更なし

第５条 火災等による損傷の防止 追加要求事項

第６条 安全機能を有する施設の地盤 追加要求事項

第７条 地震による損傷の防止 追加要求事項

第８条 津波による損傷の防止 追加要求事項

第９条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 追加要求事項

外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 追加要求事項

外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下） 追加要求事項

外部からの衝撃による損傷の防止（落雷） 追加要求事項

外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 追加要求事項

外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 追加要求事項

新規制基準において「追加要求事項」がある条文と「変更なし」に分類
 「追加要求事項」に分類した条文のうち、新規制基準で特徴的な条文（黄色
網掛け）について、第１回にて説明済み

本日は地質・地盤側での審査内容等について説明を実施（青色網掛け）
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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則 条文 分類

第１０条 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 追加要求事項

第１１条 溢水による損傷の防止 追加要求事項

第１２条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 追加要求事項

第１３条 誤操作の防止 追加要求事項

第１４条 安全避難通路等 追加要求事項

第１５条 安全機能を有する施設 追加要求事項

第１６条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防止 変更なし

第１７条 使用済燃料の貯蔵施設等 変更なし

第１８条 計測制御系統施設 変更なし

第１９条 安全保護回路 変更なし

第２０条 制御室等 追加要求事項

第２１条 廃棄施設 変更なし

第２２条 保管廃棄施設 変更なし

第２３条 放射線管理施設 変更なし

第２４条 監視設備 追加要求事項

第２５条 保安電源設備 追加要求事項

第２６条 緊急時対策所 変更なし

第２７条 通信連絡設備 追加要求事項
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事業指定基準規則 条文 分類

第２８条

重大事
故等の
拡大の
防止等

設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定 追加要求事項

重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 追加要求事項

臨界事故への対処 追加要求事項

冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 追加要求事項

放射線分解により発生する水素による爆発への対処 追加要求事項

有機溶媒等による火災又は爆発への対処 追加要求事項

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 追加要求事項

重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 追加要求事項

必要な要員及び資源の評価 追加要求事項

第２９条 火災等による損傷の防止 追加要求事項

第３０条 重大事故等対処施設の地盤 追加要求事項

第３１条 地震による損傷の防止 追加要求事項

第３２条 津波による損傷の防止 追加要求事項

第３３条 重大事故等対処設備 追加要求事項

１．事業指定基準規則要求への対応について
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事業指定基準規則 条文 分類

第３４条 臨界事故の拡大を防止するための設備 追加要求事項

第３５条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 追加要求事項

第３６条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 追加要求事項

第３７条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 追加要求事項

第３８条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 追加要求事項

第３９条 放射性物質の漏えいに対処するための設備 追加要求事項

第４０条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 追加要求事項

第４１条 重大事故等の対処に必要となる水の供給設備 追加要求事項

第４２条 電源設備 追加要求事項

第４３条 計装設備 追加要求事項

第４４条 制御室 追加要求事項

第４５条 監視測定設備 追加要求事項

第４６条 緊急時対策所 追加要求事項

第４７条 通信連絡を行うために必要な設備 追加要求事項

１．事業指定基準規則要求への対応について
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重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 分類

技術的
能力

重大事故等対策における共通事項 追加要求事項

臨界事故の拡大を防止するための手順等 追加要求事項

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 追加要求事項

放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 追加要求事項

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 追加要求事項

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 追加要求事項

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 追加要求事項

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 追加要求事項

電源の確保に関する手順等 追加要求事項

事故時の計装に関する手順等 追加要求事項

制御室の居住性等に関する手順等 追加要求事項

監視測定等に関する手順等 追加要求事項

緊急時対策所の居住性等に関する手順等 追加要求事項

通信連絡に関する手順等 追加要求事項

大規模損壊 追加要求事項

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 追加要求事項

１．事業指定基準規則要求への対応について



２．地盤・地震・津波・火山・航空機落下に関する評価結果
（事業規則：設計基準第六条～第九条、重大事故第三十条～第三十二条）

３．敷地内の断層評価（第六条、第三十条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ１２

 ｆ系、ｓｆ系断層及び地すべり⇒将来活動する可能性のある断層等ではない

４．敷地周辺の断層評価（第七条、第三十一条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ４１

 敷地近傍の出戸西方断層⇒震源として考慮する活断層

 敷地前面海域の大陸棚外縁断層⇒震源として考慮する活断層ではない

５．基準地震動の策定（第七条、第三十一条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ８７

 最大加速度７００Ｇａｌを含む１０波

６．基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価（第六条、第三十条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ１０５

 耐震重要施設等の基礎地盤は、基準地震動による地震力に対して十分な安定性を有している

７．津波評価（第八条、第三十二条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ１３２

 耐震重要施設等が設置される敷地に津波は到達しないことから、津波に対する設計は考慮しない

８．火山評価（第九条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ１４３

十和田火山、八甲田火山

⇒施設運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さい

降下火砕物の設計層厚：５５cm、密度（湿潤状態） :1.3g/cm3

９．航空機落下（第九条） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ１７８

航空機落下確率は4.5×10－８（回／年）となり、判断基準 10－７（回／年）を超えないことから、追加の防
護設計は不要
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３．敷地内の断層評価（事業規則第六条、第三十条）
第六条：安全機能を有する施設の地盤
第三十条：重大事故等対処施設の地盤

※今後、審査会合を踏まえ以下の内容を反映する予定。
・敷地近傍及び敷地内に分布する地層名の変更（砂子又層上部層→六ヶ所層）
該当箇所：「３．敷地内の断層評価」、「４．敷地周辺の断層評価」、「６．基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」
・新設する再処理設備本体用冷却水系冷却塔Ａの位置を反映
該当箇所：「３．敷地内の断層評価」、「６．基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」、「７．津波評価」
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事業規則

（安全機能を有する施設の地盤）

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全機能を
有する施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起
因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」とい
う。）にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した
場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設け
なければならない。

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地
盤に設けなければならない。

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

３．敷地内の断層評価
３．１ 要求事項（設計基準）

 原子力規制委員会「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」を参考に
審査される。
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事業規則

（重大事故等対処施設の地盤）
第三十条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなけれ
ばならない。
一 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大
事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するため
に必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処
設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を
代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。）が設置される重大事故等対処施設
基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが
できる地盤

二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を
十分に支持することができる地盤

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能
が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

３ 第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

３．敷地内の断層評価
３．１ 要求事項（重大事故）

 原子力規制委員会「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」を参考に審
査される。
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●基本方針
 敷地内断層の評価にあたっては、地表地質調査、ボーリング調査、トレンチ調査等により、
耐震重要施設等、常設重大事故等対処施設及び安全上重要な施設等が設置される地
盤には、「将来活動する可能性のある断層等」※が露頭していないことを確認する。

３．敷地内の断層評価
３．２ 基本方針

※「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１２～１３万年前以降）の活動が否定できない断層等を
いう。その認定に当たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動
性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等
を総合的に検討した上で活動性を評価すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、
当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安全側に判断すること。

また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じ
る断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。
（事業規則 別記１による）
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【ｆ系断層の評価概要】

 最終評価
ｆ－１断層、ｆ－１ａ断層、ｆ－１ｂ断層、ｆ－２断層及びｆ－２ａ断層は、高位段丘堆積層（約20万年前）に変位及び変形を与えていないことから、耐震

重要施設等※１、常設重大事故等対処施設※１及び安全上重要な施設等※２を支持する地盤に将来活動する可能性のある断層等は認められない。

 申請時（H26.1.7）の評価
ｆ－１断層、ｆ－１ａ断層、ｆ－１ｂ断層、ｆ－２断層及びｆ－２ａ断層は、高位段丘堆積層（約20万年前）に変位及び変形を与えていないことから、将来

活動する可能性のある断層等ではない。

 申請以降実施した各種調査・検討
トレンチ調査において、ｆ－２ａ断層とその上位の高位段丘堆積層中に小断層が認められ、これら断層の連続性について検討を行った結果、

ｆ－２ａ断層の変位は、砂子又層上部層の上面まで認められるが、砂子又層上部層を不整合に覆う古期低地堆積層の基底面及び堆積構造に
変位・変形を与えていないことを確認した。また、高位段丘堆積層中に認められる小断層は、高位段丘堆積層の最下部及び下位の古期低地
堆積層に変位・変形を与えていないことを確認した。さらに、トレンチ内で採取したブロック試料によるＣＴ画像観察の結果、ｆ－２ａ断層は、古期
低地堆積層の基底面及び堆積構造に変位・変形を与えていないことから、高位段丘堆積層中の小断層は、ｆ－２ａ断層の活動によるものでは
ない。

【ｓｆ系断層の評価概要】

 最終評価
ｓｆ－１断層～ｓｆ－６断層は、断層面が固結・ゆ着し、ｆ系断層に切られることから、耐震重要施設等※１、常設重大事故等対処施設※１及び安全上

重要な施設等※２を支持する地盤に将来活動する可能性のある断層等は認められない。

 申請時（H26.1.7）の評価
ｓｆ－１断層～ｓｆ－５断層は、断層面が固結・ゆ着し、ｆ系断層に切られることから、将来活動する可能性のある断層等ではない。

 申請以降実施した各種調査・検討
・常設重大事故等対処施設※１に係る調査結果を踏まえ、敷地南東部の急傾斜部をｓｆ－６断層と認定した。
・ｓｆ－６断層について、ボーリングコア観察及びＣＴ画像観察を実施した結果、断層面が固結・ゆ着していることを確認した。また、ｆ系断層との
切り切られの検討を行った結果、ｆ系断層に切られると判断した。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（概要①）
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【敷地南東部の地すべり地形の評価概要】

 最終評価
敷地南東部の地すべりは、鷹架層中には認められず、耐震重要施設等※１及び常設重大事故等対処施設※１は鷹架層に設置されていることから、

施設に影響を及ぼすものではない。

 申請時（H26.1.7）の評価
空中写真判読により地すべり地形としていた敷地南東部の地表地質調査及びボーリング調査の結果から、砂子又層上部層の基底面に変位は認
められず、下位の鷹架層にも変位は認められない。

 申請以降実施した各種調査・検討
・ＤＥＭによる地すべり地形の詳細判読を行った。
・地すべり範囲において、追加のボーリング調査、ボーリングコア観察及びＣＴ画像観察を実施し、砂子又層上部層の層相区分の分類を行う
とともに、同層中のせん断面及び変形箇所の検討により、想定すべり面の検討を実施した。
・これらの結果、空中写真判読で認められた地すべり地形は、砂子又層上部層中のシルト層をすべり面とした層面すべりで生じた地すべりで
あり、鷹架層に連続していない。

※１：再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に該当する施設
「耐震重要施設等」は、耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの機器・系統及びそれらを支持する建物・構築物（波及的影響を確認する施設を含む（ＭＯＸ除く）。）
「常設重大事故等対処施設」は、常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

※２：廃棄物管理施設に該当する施設
「安全上重要な施設等」は、耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの機器・系統及びそれらを支持する建物・構築物（波及的影響を確認する施設を含む。）

上記については、以下同様とする。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（概要②）

17



３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（敷地内調査位置図）

再：再処理施設
廃：廃棄物管理施設
Ｍ：ＭＯＸ燃料加工施設

【調査数量】

ボーリング調査：462孔、 総延長約37,800m
試掘坑調査 ： 3坑、 総延長約500m
トレンチ調査 ： 7地点
弾性波探査 ： 16測線、総延長約14km
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番
号

再・Ｍ：耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設
廃：安全上重要な施設等

再 廃 Ｍ

1 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○
2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○
3 前処理建屋 ○
4 主排気筒（基礎）及び主排気筒管理建屋 ○
5 高レベル廃液ガラス固化建屋 ○
6 分離建屋 ○
7 精製建屋 ○
8 制御建屋 ○
9 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○
10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○
11 北換気筒※（基礎） ○ ○
12 非常用電源建屋(冷却塔及び燃料油貯蔵タンクを含む） ○
13 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ○
14 第１ガラス固化体貯蔵建屋（東棟） ○
15 第１ガラス固化体貯蔵建屋（西棟） ○
16 使用済燃料輸送容器管理建屋 ○
17 使用済燃料輸送容器管理建屋（トレーラーエリア) ○

18
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ａ（基礎）

○

19
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎）

○

20 第１非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室 ○
21 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎） ○
22 ガラス固化体貯蔵建屋 ○
23 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 ○
24 ガラス固化体受入れ建屋 ○
25 燃料加工建屋 ○
26 緊急時対策所（重油貯蔵タンク含む） ○ ○
27 第１保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○
28 第２保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○



・高位段丘堆積層（Ｈ５面堆積物）は、主に海成砂からなる。最
上部付近に甲地軽石（18万年～28万年前頃※２）を挟む。

・なお、下位層上面の谷部を埋積するように、砂、礫及びシル
トからなる古期低地堆積層が局所的に分布する。

・砂子又層は、層相から下部層及び上部層※１に区分される。
下位の鷹架層を不整合に覆う。

・鷹架層は砂岩、泥岩、凝灰岩からなり、層相から下部層、中
部層及び上部層に区分される。また、層相の特徴から、下部
層は２層に、中部層は４層に細区分される。

・敷地が位置する段丘面は、標高60ｍ程度である。示標テフラ
の年代・層位関係、H5面周辺の段丘面分布等から、酸素同
位体ステージ７（ＭＩＳ７）に対比される。

※２：示標テフラの年代は、放射性年代値、桑原(2007)、Matsu'ura et. al.(2014)等の
文献値及び層位関係から判断した値である。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（敷地内地質層序表）

※1：敷地近傍及び敷地内に分布する砂子又層上部層については、従来の年代観よ
り新しい年代値が得られたことから、第四系下部～中部更新統の地層を六ヶ所層（
仮称）に変更予定。

※1

19



再：再処理施設、廃：廃棄物管理施設、
Ｍ：ＭＯＸ燃料加工施設

※廃棄物管理施設では、ガラス固化体受入れ・
貯蔵建屋換気筒という名称

番
号

再・Ｍ：耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設
廃：安全上重要な施設等

再 廃 Ｍ

1 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○
2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○
3 前処理建屋 ○
4 主排気筒（基礎）及び主排気筒管理建屋 ○
5 高レベル廃液ガラス固化建屋 ○
6 分離建屋 ○
7 精製建屋 ○
8 制御建屋 ○
9 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○
10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○
11 北換気筒※（基礎） ○ ○
12 非常用電源建屋(冷却塔及び燃料油貯蔵タンクを含む） ○
13 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ○
14 第１ガラス固化体貯蔵建屋（東棟） ○
15 第１ガラス固化体貯蔵建屋（西棟） ○
16 使用済燃料輸送容器管理建屋 ○
17 使用済燃料輸送容器管理建屋（トレーラーエリア) ○

18
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ａ（基礎）

○

19
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎）

○

20 第１非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室 ○
21 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎） ○
22 ガラス固化体貯蔵建屋 ○
23 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 ○
24 ガラス固化体受入れ建屋 ○
25 燃料加工建屋 ○
26 緊急時対策所（重油貯蔵タンク含む） ○ ○
27 第１保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○
28 第２保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（敷地内地質平面図）
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３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（鷹架層の地質構造）

・鷹架層堆積当時に活動したｓｆ系断層

（ｓｆ－１断層～ｓｆ－６断層）が分布する。

・ｆ－１断層、ｆ－２断層及びそれらから派
生する断層（ｆ－１ａ断層、ｆ－１ｂ断層、
及びｆ－２ａ断層）が分布する。

21

番
号

再・Ｍ：耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設
廃：安全上重要な施設等

再 廃 Ｍ

1 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○
2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○
3 前処理建屋 ○
4 主排気筒（基礎）及び主排気筒管理建屋 ○
5 高レベル廃液ガラス固化建屋 ○
6 分離建屋 ○
7 精製建屋 ○
8 制御建屋 ○
9 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○
10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○
11 北換気筒※（基礎） ○ ○
12 非常用電源建屋(冷却塔及び燃料油貯蔵タンクを含む） ○
13 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ○
14 第１ガラス固化体貯蔵建屋（東棟） ○
15 第１ガラス固化体貯蔵建屋（西棟） ○
16 使用済燃料輸送容器管理建屋 ○
17 使用済燃料輸送容器管理建屋（トレーラーエリア) ○

18
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ａ（基礎）

○

19
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎）

○

20 第１非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室 ○
21 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ｂ（基礎） ○
22 ガラス固化体貯蔵建屋 ○
23 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 ○
24 ガラス固化体受入れ建屋 ○
25 燃料加工建屋 ○
26 緊急時対策所（重油貯蔵タンク含む） ○ ○
27 第１保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○
28 第２保管庫・貯水所（軽油貯蔵タンク含む） ○ ○



EW-４測線（東西鉛直断面）

EW-３測線（東西鉛直断面）

地質断面位置図

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（地質鉛直断面図（東西断面））
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※１：基礎掘削工事範囲の掘削面

※２：各地点内で確認した鷹架層上位の地質。S1…砂子又層下部層／ S3…砂子又層上部層／do …古期低地堆積層／H5…高位段丘堆積層。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（敷地内のｆ系断層性状一覧）

断層名 確認位置
主な
走向

主な
傾斜

鷹架層の
変位方向

最大鉛直
変位量
（ｍ）

破砕部
最大幅
（ｃｍ）

鷹架層中の性状 活動性に関する知見

ｆ－１断層
ボーリング
トレンチ

基礎掘削面※１

N40ﾟE
～50ﾟE

60ﾟ～85ﾟ
南東

東落ち
正

140 145

断層面は、密着する。麟片状～角
礫状のセピオライトを有する。同
系統の断層が数条分布する。

Ｓ３に変位を与えない。

ｆ－１ａ断層
ボーリング
基礎掘削面※１

試掘坑

N25ﾟE
～70ﾟE

65ﾟ～80ﾟ
南東

東落ち
正

20 なし

断層面は密着し、条線が見られる。
断層面付近は細粒化し周辺よりも
硬質である。

Ｓ３に変位を与えない。

ｆ－１ｂ断層
ボーリング
基礎掘削面※１

N40ﾟE
～70ﾟE

55ﾟ～85ﾟ
南東

東落ち
正

30 なし

断層面は密着し、鏡肌、条線が見
られる。

Ｓ３に変位を与えない。

ｆ－２断層
ボーリング
トレンチ

基礎掘削面※１

N10ﾟE
～55ﾟE

50ﾟ～70ﾟ
北西

西落ち
正

330 138

断層面には鏡肌、条線が見られ
る。葉片状のセピオライトを有する。
同系統の断層が数条分布する。

敷地北部ではＳ１に変位を与
えない。
敷地南部では、Ｓ３に見かけ1
～6ｃｍ程度の逆断層センスの
変位を与えるが、Ｈ５に変位を
与えない。

ｆ－２ａ断層
ボーリング
トレンチ

基礎掘削面※１

N45ﾟE
～60ﾟE

50ﾟ～80ﾟ
北西

西落ち
正

45 94

断層面は密着し、鏡肌、条線が見
られる。麟片状～角礫状のセピオ
ライトを有する。

Ｓ３に見かけ10ｃｍ程度の西上
がり逆断層センスの変位を与
えるが、ｄｏ及びＨ５に変位を与
えない。
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トレンチ全景(南側より望む)トレンチ全景(北側より望む)

ｆ－１断層

ｆ－１断層

西面断層部拡大 東面断層部拡大

ｆ－１断層

高位段丘堆積層（Ｈ５）

鷹架層（Ｔ）

ｆ－１断層

高位段丘
堆積層（Ｈ５)

鷹架層（Ｔ）

標高50.5m

標高44.6m

(標高44.6m)

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－１断層トレンチ調査結果）

・ｆ－１断層は、高位段丘堆積層に変位及び変形を与えていない。

・高位段丘堆積層中には、鷹架層に連続しない数条の小断層が認められる。
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・ｆ－２断層は、砂子又層下部層に変位及び変形を与えていない。

トレンチ北面全景トレンチ南面全景
ｆ－２断層 ｆ－２断層

南面断層部拡大 北面断層部拡大

ｆ－２断層 ｆ－２断層

砂子又層
下部層(Ｓ１)

鷹架層（Ｔ）

砂子又層
下部層(Ｓ１)

鷹架層（Ｔ）

(標高42.0m)

(標高42.0m)

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２断層トレンチ調査結果）
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拡大範囲

←NW SE→

スケッチ位置

:段丘堆積層中の小断層

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２ａ断層（南）トレンチ調査結果）
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凡 例 鷹架層（Ｔ）

古期低地堆積層（do）

砂子又層
上部層（Ｓ３）

1ｍ

SE→← NW

高位段丘堆積層（Ｈ５）

ｆ－２ａ断層トレンチ（南）北面（断層部拡大）

SE→← NW

:段丘堆積層中の小断層

・ｆ－２ａ断層は、砂子又層上部層に変位及び変形を与えているが、古期低地堆積層及び高位段丘堆積層に変位及び
変形を与えていない。

・高位段丘堆積層中に２条の小断層が認められる。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２ａ断層（南）トレンチ調査結果（拡大））
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S3中のｆ－２ａ断層

H5

do

S3

H5

do

S3

0 10cm 0 10cm

T 

H5

do

S3

←NW SE→

ｆ－２ａ断層トレンチ（南）北面

（断層部拡大）

ブロック試料
(法面奥側約0.3ｍ）

ブロック試料CT画像

S3中のｆ－２ａ断層

・古期低地堆積層の基底面及び堆積構造に変位及び変形は認められない。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２ａ断層（南）トレンチ調査結果：ＣＴ画像観察結果）
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スケッチ位置

←SE NW→

凡 例

ｆ－２ａ断層トレンチ南面

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２ａ断層トレンチ調査結果）
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鷹架層（T）

砂子又層
上部層（S3）

1ｍ

←SE NW→

古期低地堆積層の
基底面に変位は認
められない。

鷹架層（T）

古期低地堆積層（do）

砂子又層
上部層（S3）

古期低地堆積層（do）

ｆ－２ａ断層トレンチ南面（断層部拡大）

←SE NW→

・ｆ－２ａ断層は、砂子又層上部層に変位及び変形を与えているが、古期低地堆積層及びその
上位に分布する高位段丘堆積層に変位及び変形を与えていない。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｆ－２ａ断層トレンチ調査結果（拡大））
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【ｓｆ系断層及びｆ系断層の認定について】

以下のような特徴が複数箇所で同じ傾向を持って確認された場合に、ｓｆ系断層あるいはｆ系断層と認定した。

【ｓｆ系断層とｆ系断層との関係】

・断層部の性状から、ｓｆ系断層は未固結時に活動した断層である一方、ｆ系断層は固結後に活動した断層と判断した。

・地質分布及びトレンチ調査結果から、ｓｆ系断層はｆ系断層に切られることを確認している。

→ｓｆ系断層はｆ系断層よりも先に形成した断層と判断した。

項目 ｓｆ系断層 ｆ系断層

断層部の性状
断層面は凹凸し固結・ゆ着する。断層の上下盤の地質が構成粒子の破砕を伴
わずに混在するなどの未固結時の変形構造が認められる。

断層面は直線的で全部あるいは一部が平滑面で分離する。鏡肌・条線・破砕
部など固結後の変形構造が認められる。

主な走向及び
変位センス

東西走向の逆断層であり、地質構造を規制するような変位が認められる。
南北走向から北東－南西走向の正断層であり、地質構造を規制するような変
位が認められる。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｓｆ系断層の主な性状及び活動性）
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ｓｆ－４断層トレンチ

・ｓｆ－４断層の断層面は、固結・ゆ着しており、弱層
部は認められない。

・ｓｆ－４断層は、ゆ着した小断層に切られる。

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｓｆ－４断層トレンチ調査結果）
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トレンチ底盤

ｓｆ－４ 断層

T1fs (細粒砂岩)

T1fs 
(細粒砂岩) T1fs 

(細粒砂岩)

T2pt
(軽石質砂岩)

T2pt
(軽石質砂岩)

砂質軽石凝灰岩

・ｓｆ－４断層の断層面は、固結・ゆ着しており、弱層部は認められない。

・ｓｆ－４断層は、ゆ着した小断層に切られる。

T2pt (軽石質砂岩)

ｓｆ－４断層ｓｆ－４断層

砂質軽石凝灰岩

ｓｆ－４断層

ｓｆ－４断層

小断層

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｓｆ－４断層トレンチ調査結果）
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・ｓｆ－4断層を切る小断層は、ｆ－１ｂ断層から分岐する小断層であり、ｆ－１断層やｆ－１ｂ断層と同系統の小断層である。

→ｓｆ－４断層の活動時期は、ｆ－１ｂ断層の形成前と判断した。

鷹架層下部層
細粒砂岩層
（細粒砂岩）

鷹架層中部層
軽石凝灰岩層
（軽石質砂岩）

鷹架層下部層
細粒砂岩層
（細粒砂岩）

鷹架層下部層
細粒砂岩層
（細粒砂岩）

ｓｆ－４断層トレンチ鷹架層上限面図

ｓｆ－４断層を切る
小断層の走向

：主要な断層の
一般走向・傾斜の方向

（伏在）

３．敷地内の断層評価
３．３ 敷地内断層の評価結果（ｓｆ－４断層トレンチ調査結果）
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